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固定資産税を活用した地域再生ファンドの可能性
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１．はじめに

　日本は少子化・高齢化の進展とともに、総
人口が減少する人口減少社会に突入しつつあ
る。こうした中で、経済成長の鈍化ととも
に、社会保障給付の増大により、財政は極め
て深刻な逼迫状態が続いている。一方で、都
市と地方の財政格差が大きな話題となる一方
で、地域活性化の手段の一つとして、地域再
生のための投資も求められている。こうした
中で、欧米諸国で地域再生のための再開発を
通じて、地域を再生させた事例などが報告さ
れるようになってきている。
　地方財政論や都市経済学のテキストには、

「地方公共財の財源はその地域の地代によっ
て賄うべきである」とするヘンリー・ジョー

ジ定理がしばしば登場する。これは最適なク
ラブの規模を考える際に、土地の重要性に着
目した研究から派生したものである。公的サ
ービスによる便益がすべて地価に帰着すると
考える資本化仮説とあわせて、わが国では開
発利益の還元の方策が幾度となく検討されて
きた。
　都市計画の分野では、市町村などが定める

「宅地開発指導要綱」などで開発行為の際、
事前に公的サービスを提供するための負担金
を開発者に求める制度がある。この背景には、
大規模な宅地開発の場合、住民が急増するこ
とで、学校や上下水道などを新たに整備しな
ければならない場合が生じるが、自治体が負
担をするとなると、既存の住民も負担するこ
とになってしまう。したがって、受益者に費
用負担を求めるために、開発行為の前に開発

1 ．はじめに
2 ．機能配分論とわが国の固定資産税制
　⑴　機能配分論
　⑵　中央政府と地方政府の税源構成の国際比

較
　⑶　わが国の固定資産税の概要
3 ．官民協働型都市開発の仕組み
　⑴　TIF 制度の仕組みと特徴
　⑵　BIDs 制度の仕組みと特徴

４．開発利益は地価や固定資産税収に反映され
ているか

　⑴　分析の考え方
　⑵　東京圏における新線・新駅開業状況
　⑶　空間情報のデータベース化
　⑷　実証分析
5 ．むすび
補論 投資による商店街再生の事例



− −135固定資産税を活用した地域再生ファンドの可能性

負担金を求めるという仕組みである。この開
発負担金は開発事業者が負担することになる
が、間接的には住宅の購入者、すなわち、新
たに住民になる人も負担することになる。
　このように開発行為にはそれに伴う利益が
生じるが、この利益に対しては必ずしも十分
な税負担がなされてきたとは言い難い。一方
で、開発利益が地価に反映されることから地
価を課税ベースとする固定資産税を活用する
投資手法を検討する必要があるだろう。
　そこで本稿では、固定資産税をめぐる議論
を整理しつつ、基礎的自治体の市町村の主要
な税源である固定資産税に着目をし、地域再
生ファンドとなりうるかを検討する。
　以下、第 2 節では、固定資産税制をめぐる
最近の論点を整理するとともに、地方政府の
税源としての国際比較などをおこない、日本
の固定資産税制について簡単に概観する。第
3 節では、欧米諸国で都市再生の資金調達手
段として活用されつつある開発利益を担保と
するファンドの概要を紹介するとともに、日
本に導入する際の課題を整理する。第 4 節で
は、こうしたファンドを立ち上げる前提とな
る開発利益が税収に還元されているかどうか
を検証するために、新駅開発の効果を空間情
報から実証分析を試みた。第 5 節で本稿の結
論を整理し、今後の課題を明らかにする。

2 ．機能配分論とわが国の固定資産税制

　この節では、最近の先行研究で議論されて
いる財産税の機能配分論の概要を整理すると
ともに、OECD 諸国の財源構造と比較をし
つつ、わが国の固定資産税制を概観する。

⑴　機能配分論
　財産税は、その応益性、すなわち受益者負
担の原則に基づき公共サービスの帰着先に課
税をするという考え方に基づき、OECD 諸
国の間では、最も基礎的な自治体の主要財源
として位置づけられている。また、税源の構

造から中央・地方政府の役割分担を考える
ことも試みられている（土居（2000）、佐藤

（2005）など）。佐藤（2005）の「望ましい地
方税」の論点は明確で、地方税の課税は応益
性の原則を徹底し、それに伴う不公平は国の
所得再分配政策で配慮すべきとしている。ま
た、この指摘は、中央・地方の役割（＝機能）
分担と税源の対応関係から税源の再配分とと
もに、機能分担も明瞭にすることを意味して
いるものと考えられる。赤井他（2004）では、
財政責任・自立を地方税に「機能配分」する
べきことを唱えており、その狙いは国の地方
への裁量的な関与に歯止めをかけるととも
に、政策目的と手段の対応関係を明瞭にする
ことで、制度の説明責任を改善することにあ
るとしている。
　地方分権化が推し進められる中、地方の自
主財源の確保は大きなテーマである。中でも、
基礎的な自治体の自主財源として固定資産税
を充ててはどうかという提案がしばしばなさ
れている（佐藤（2005）など）。地方自立の
ための自主財源確保とともに、自らの責任で
負担も求める財政責任を果たす必要があり、
自ずと応益性の高い税源が地方の財源として
望ましいということから、応益性の高い固定
資産税を地方の基幹税とすることが主張され
ている。宮崎・佐藤（2005）では、こうした
固定資産税の応益性に関する実証分析を行っ
ているが、現行制度下では、固定資産税は応
益原則を満たす課税とは必ずしも言えないと
いう結論を導き出している。しかしながら、
地方の「課税自主権」を強化し、公共サービ
スの増額を固定資産税の増額で賄うことを想
定した数値シミュレーションでは、固定資産
税が応益税となるとの結果を示している。
　中野（2003）は、固定資産税の役割として、
地方の基幹税としての役割に加えて、良好な
住宅ストックの形成と土地の効率的利用を実
現するための重要な役割を担う税と位置づけ
ている。この論文の中で、わが国の固定資産
税制はこの前者に大きく偏ったため、相対的
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な税負担が軽くなるいわゆる「ミニ開発」が
助長されてしまった局面を指摘し、特に、土
地利用の効率化を促す柔軟な運用が可能にな
る仕組みとする必要があると提案している。
この点は、宮崎・佐藤（2011）で指摘されて
いる課税自主権と整合的な結果である。

⑵　中央政府と地方政府の税源構成の国際比
較

　こうした機能論の視点から、OECD 諸国
の税収構成を見てみよう。図 1 は OECD 統
計から、税収に占める個人所得税、法人税、
社会保障税、財産税、一般消費税、物品税、
その他の割合を示したものである。
　わが国では主要 3 税と呼ばれる「所得税、
法人税、消費税」で概ね 8 割弱を占めている。
その構成比は国によって異なるものの、これ
らの税源から国の資金調達がなされている様
子がうかがえる。これは、赤井他（2004）の

言う機能論で言うと、主として景気対策や所
得再分配の機能を有している中央政府が、そ
れらをコントロールする手段（政策）を実施
することによって、その成果が税収に返って
くる構造となっており、機能論的にも自然で
ある。
　図 2 は同統計の地方政府の税収構成を示し
たグラフである。
　フランス、カナダ、イギリス、アメリカと
もに基礎的自治体になればなるほど財産税を
主要財源とする傾向が見受けられる。日本も
そうした傾向が見え、市町村ベースで約半分
弱のシェアを占めている。欧米の場合はもっ
と極端に財産税に依存する構造となってお
り、応益性の観点から、地方公共サービス提
供の便益が地価に反映されることから財産税
が基礎的自治体の主要財源となっているよう
だ。つまり、こうした地域の公共サービスを
提供する役割は基礎的自治体に担わせ、それ

図 １　中央政府の税収構成の国際比較（2009年）

出典）Revenue statistics（OECD）
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をコントロールする政策実施による成果が税
収に返ってくる構造となっており、機能論的
にも自然である。
　このように機能論から考えて、財産税を基
礎的自治体の主要税源とすることは、合理的
であり、役割が明確になる。わが国の場合は、
やや所得課税のウェイトが高く、所得再分配
の機能も担っていることが影響しているもの
と考えられる。

⑶　わが国の固定資産税の概要
　わが国の固定資産税は土地、家屋、償却資
産の固定資産を課税ベースとし、その所有者
を納税義務者とする資産課税の一種である。
この固定資産税は市町村等（1）の自主財源とな
っており、2002年度は市町村税の46.9％を占
め、市町村税収での占める割合が最も高い。
こうした現状からも、市町村の基幹税として
重要な位置づけがなされるわけである。

　固定資産税は、土地や家屋等の「適正な時
価」に対して標準税率1.4％で課税される。
なお、土地と家屋は一体の資産として把握す
るのはなく、それぞれ別個のものとして評価
される。この「適正な時価」評価は、土地に
関しては、それまでバラバラであったものを
1994（平成 6 ）年度以降、地価公示価格、都
道府県地価調査価格及び不動産鑑定士等の鑑
定評価から求められた価格を基準とし、これ
らの価格の 7 割を目途に評価を行うこととし
ている。つまり、概ね公示地価等の 7 割程度
とすることで統一された。一方、家屋の評価
は最建築価格基準が採用されている。これは、
同一の家屋を評価時において建築したものと
する場合の建築価格（これを「再建築価格」
という）を基準とし、家屋の経過年数や損耗
の程度等を減価することによって導出されて
いる。
　図 3 は市町村税収の税源構成を時系列的に

図 2　地方政府の税収構成の国際比較（2009年）

出典）Revenue statistics（OECD）
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追ったグラフである。
　特徴的なところは市町村財政で固定資産税
収の占めるウェイトは相対的に高く、市町村
にとっての基幹税と位置付けられる。

3 ．官民協働型都市開発の仕組み

　この節では、欧米などで採用されている開
発利益が反映される財産税を利用した官民協
働型都市開発の仕組みを紹介し、先行研究に
おける論点を整理していく。
　人口減少社会の本格的な到来を前に、中心
市街地の空き店舗問題に代表されるように、
地方都市の中心地に低度未利用地が散見され
るようになり、こうした地域の再生が大きな
政策課題となっている。一方で、国の財政再
建が急務な状況の中で、「地方にできること
は地方が」、「民間にできることは民間が」実
施するというように、地方分権型で民間の活

力を利用する形で、中央政府のスリム化を図
ろうとする経済財政構造改革が推進されてい
る。このように従来型の補助金に依存した、
都市開発を実施することは困難で、民間活力
を導入しつつ、地域住民が主導するような
官民連携（Public Private Partnership: PPP）
型の仕組みへと切り替えていくことが求めら
れている。筆者は、この PPP 型都市開発の
資金調達面で、アメリカの地方政府で運用さ
れている Tax Incremental Financing（以下、
TIF という）と欧米の都市で運用されてい
る Business Improvement Districts（BIDs）
に着目した。
　アメリカの大都市において、1970年代に中
心地の荒廃（2）が進み、そうした地域の再生の
ための資金調達手法として、Tax Incremental 
Financing と呼ばれる方法が広く使われ、都
市再開発のための資金調達がなされてきた。
この TIF とは再開発に伴う財産税の増収部

図 3　市町村税収の税源構成の推移

出典）地方財政統計年報（総務省）
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分を償還財源とした債券を発行し、再開発の
財源とする手法である。
　以下では、アメリカで運用されている制度
の概要、及び、先行研究での論点を整理する。
特に、税制、地方自治制度など、日米の制度
的な背景の違いも意識したサーベイを行うこ
ととする。

⑴　TIF 制度の仕組みと特徴
　TIF は特定地域の再開発プロジェクトの事
業費の一部を、その地域内で再開発に伴う固
定資産の増加分から生じる財産税（property 
tax）収で賄おうとするものである。再開発
事業の投資の多くは起債によって調達される
ことから、再開発事業による財産税増収分を
担保とした債券を発行し、財産税増収分によ
って償還する仕組みである。この TIF の運
営主体は特定地域の TIF agency であり、州
政府等からの債務保証がない独立した組織で
ある。TIF は、こうして調達した資金を財
源として、インフラ整備を中心に行い、これ
をテコに民間投資を誘発する「米国版官民協

働型再開発」手法と言えよう。
　Byrne（2005）では、この TIF の経緯を簡
単に紹介しており、TIF 制度は1952年のカリ
フォルニア州で法制化されたのが起源である
が、1977年にイリノイ州で法制化されるまで
は、他州にはほとんど拡大しなかったようで
ある。このイリノイ州での法制化は TIF を
急速に普及すると同時に多くの論争を呼んだ
としている。1983年のシカゴ地区で 5 地区だ
ったのが、1990年までには、シカゴ大都市圏
で85地区に拡大し、2000年には州全体で500
を超える勢いで増加したとしている。
　TIF の一般的な流れは、図 4 のようになる。
TIF Agency は 市（City）、 学 校 区（School 
District）などと協議の上、再開発事業を実
施する地区の税収の配分について取り決め
を行い、TIF 事業がスタートする年を base 
year とする。この時点までは、市は当該地
区の課税ベースのすべてを税収としていた
が、TIF 実施後は、Base year の評価額（Base 
Assessed Value）で凍結するのである。市
や学校区にとっては、大きな痛手になるが、

図 4　TIF の概要

資料）各種資料より筆者作成

Increment Value 

Base Assessed Value 

TIF TIF
(base year) (End of redevelopment) 

TIF
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TIF を利用し地域再生を図ろうとする地区
の多くが、荒廃地区で財産価値が低下してい
る地域で、税率を一定とするならば、税収も
低下していく地域なので、一定の税収を確保
できる TIF は魅力的でもある。一方、TIF 
agency は再開発に伴う財産価値の増加分、
図 4 の incremental value 部分を活用し、資
金調達から事業展開までの運営を行うことと
なる。つまり、運営費等もすべて起債により
調達すると仮定すると、図 4 の incremental 
value の現在価値が理論上の起債可能額とな
るのである。もちろん、債券の購入者はこの
incremental value が起債可能額を下回るリ
スクが存在し、プロジェクトによっては資金
調達ができないことによる計画の見直しを迫
られるケースも起こることになる。この TIF
実施期間が終了したら、課税ベースはものと
市や学校区に戻り、TIF による再開発がな
かったら得られないであろう課税ベースも獲
得できるという仕組みである。
　TIF の採用が急速に普及した頃の実証研
究に Anderson（1990）があげられる。この
論文では、TIF を採用したことで本当に財
産価値は上昇するのかどうかを実証的に検証
した最初の論文であろう。Anderson（1990）
では、実証分析の結果、TIF を採用した自
治体とそうでない自治体よりも財産価値が高
くなる傾向が観測されたが、TIF の採用が
財産価値を高めたという因果関係を示せなか
ったとしている。一方、Dye and Merriman

（2000）では、シカゴ大都市圏のデータを利
用した実証分析を行った結果、市全体で捉え
ると、TIF 採用によって財産価値の上昇率
を緩やかにしていることが明らかとなってい
る。彼らは、その要因として、TIF が成長
地域への投資を犠牲にして、荒廃地域への投
資につながっている点を指摘している。同様
に Dye and Merriman（2003）では、イリノ
イ州データを使って、TIF を採用している
市と採用していない市との間で都市成長に差
はないことを示している。Byrne（2005）では、

TIF 採用の意思決定をするときに周辺自治体
との戦略的相互依存（3）（strategic interaction）
の関係にあるかとうかを空間計量経済分析に
より検証し、意思決定は周辺の影響を受けて
いることが指摘されている。また、TIF を
行政区が重複する地方政府から税収を得るた
めに使っているかどうかも検証した結果、そ
うではないことが明らかにされている。
　また、Johnson and Man（2001）では、公
共投資や税負担の増加を伴わずに、十分な経
済的インパクトを与えられる事業のみが着工
されることとなるので、ガバナンスが効くこ
とを指摘している。これは、財産税の増価分
が債券償還の原資となっているため、十分な
増価が見込めない事業には資金が集まらない
ためである。

⑵　BIDs 制度の仕組みと特徴
　BIDs は民主的なプロセスを通じて地区を
設定し、その地区内の公共サービスを提供す
るための財源をその地区の財産税などの既存
の税に上乗せをする形で徴収する制度であ
る。市域全体を管轄する自治体によるサービ
スでは不十分だと考える地権者らが地域美
化、セキュリティ、維持管理を行うために、
拘束力のある地区の地権者らが自発的に追加
的税を支払う仕組みである。主に商業地区の
発展のために、自治体が提供するサービスに
上乗せをする形で提供されている。このサー
ビスは当該地区内にのみ提供されることか
ら、クラブ財と位置づけることができる。
　具体的には1970年代にアメリカで誕生した
基本コンセプト、“Clean and Safe”（美化と
安全）に代表されるように、地区内の清掃サ
ービスと防犯サービスが基本となっている。
最近では、この基本的なサービスに加えて、
コミュニティバスの運行、フリーマーケット、
駐車場の整備、携帯電話のアンテナ設置など
の地域振興事業などを行うところも出てきて
いる。アメリカの場合、BID の仕組みは州
法で、地区の設定、意思決定の仕組みなどが
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規程されている。
　Brooks（2008）は、多数決による集合的
意思決定で起こる一部の投票者の不満を解消
する手段の一つとして、BIDs を位置づけ、
その効果について実証研究を行っている。ロ
サンゼルス市の BIDs を事例に分析をし、追
加的なサービスによって、犯罪発生率が 6 〜
10％程度引き下げられ、犯罪抑止による効果
が税負担を上回っていると結論付けている。
また、Hoyt（2004）でも、フィラデルフィ
ア市の BIDs のデータで分析をしており、恐
喝や不法侵入のような犯罪を抑止する効果が
あると結論づけている。このようにいくつか
の先行研究では、犯罪抑止の効果が強調され
る傾向がある。
　以下、筆者が現地調査をしたロンドン市を
例に、制度の枠組みを説明しよう。ロンドン
市の場合、財産税2.5％が市内全域に課税さ
れ、BIDs に関してはこれに 1 〜 2 ％を上乗
せされ課税される。したがって、BIDs 以外
の地域の財産税率は2.5％、BIDs は3.5〜4.5
％という税率になっている。こうして BIDs
内で上乗せされ徴収された税は、地域のマネ
ージメント組織に支給され、追加的なサービ
スの提供の財源になっている。筆者らが調査
したPaddington BIDでは、ホテルには1.5％、
それ以外の商業には 2 ％が上乗せ分として課
税されており、この資金を使って、地区内の
清掃作業と防犯カメラの設置や警備員の巡回
などの防犯活動が行われていた。
　この BIDs 制度は国や地域によって様々で
はあるが、強制徴収される税にクラブの会費
を上乗せし、徴収することで、ただ乗りを防
いでいる。こうすることで、日本の町内会や
商店街でしばしば起こっている未加入者にも
サービスが提供されてしまう問題（ただ乗り
問題）を解決する有効な手段となりうるもの
と考えられる。
　こうした民間資金や発案を受け入れること
で、財政制約が厳しい中で地域再生のための
資金調達が可能になる。根本（2006）でも指

摘されているが、自治体の年度予算の下で、
年度をまたがる長期的な約束である債務負担
行為ができないため、現時点での TIF の導
入は困難である。これらの仕組みの導入を妨
げる規制の緩和や仕組み作りが求められるも
のと考えられる。

4 ．開発利益は地価や固定資産税収に反
映されているか

　この節では、TIF などの地域再生ファン
ドが機能する前提となる開発利益が地価や固
定資産税収に反映されるかを検討するため
の、実証研究を行う。具体的には、新都市交
通などの新線や新駅開業に伴う開発利益をベ
ースに考える。

⑴　分析の考え方
　昨今、都市部において新線開発や新都市交
通の開発などが進められている。これに伴い
新駅が開業し、駅周辺地域の開発が進められ
ている。このように新都市交通などの開通に
伴う新駅の開業は地域経済にも大きな効果を
もたらすものである。一方、地方自治体にお
いては、新駅開業に伴う開発のための社会資
本整備などの投資が求められ、財政負担を伴
う事業を行わなければならない。従来こうし
た事業に対する評価はヘドニックプライス法
などで地価に集約された便益を利用した費用
便益分析が行われてきた。しかしながら、実
際の自治体の財政にどの程度の効果があるの
かは特定に自治体の事例研究にとどまり、包
括的には検証されてこなかった。
　特に大都市では行政界を越えた通勤通学が
一般的で、経済活動もそうした場合が多い。
また、新駅周辺の開発も行政界を越えること
もある。こうした現状を踏まえ、昨今汎用性
が高まった地理情報システム（GIS）は空間
的な配置と市町村データをリンクさせること
ができ、こうした行政界を越える分析に適し
ている。そこで本節では、新駅開業に伴う財
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政への影響を計測することを目的とし、GIS
を使った実証分析を試みる。
　GIS を使った財政分野での研究は昨今散見
されるようになってきたが、未だ普及したと
は言い難い状況である。中村・田平（2007）、
川崎（2009）が財政分野で地理情報を取り込
んだ実証分析が試みられている。また、デー
タの制約と分析作業の効率性の観点から、分
析対象を首都圏の東京圏（埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県）に絞ることとした。

⑵　東京圏における新線・新駅開業状況
　まず、新駅開業には、新線開通に伴うもの
と既存路線に新駅を開業させる 2 つのパター

ンが存在する。そのうち新線開通に伴うもの
は国土交通省鉄道局が提供している「都市鉄
道新線の開業状況」が使える。このうち東京
圏における新線の開業状況を抽出したものは
表 1 のとおりである。羽田空港の拡張に伴う
ものも含まれるが東京圏で24の新線が開業し
た。
　一方、既存路線の新駅開業については公的
なデータベースが存在しないことから、「駅
データベース」（http://www.geocities.co.jp/
curoka3/sdb/stadata.htm、2011.5.14DL） の
新設駅データを利用した。この2000年以降の
新駅は表 2 のとおり10駅である。これらの新
駅も周辺地域の開発に伴い新設されたものな

表 １　首都圏における新線開業状況（平成１0年度〜平成2１年度）

資料）国土交通省鉄道局より2011.5.26DL
（http://www.mlit.go.jp/common/000046543.pdf）

事 業 者 名 路　線　名 区　　　間 営業キロ 開業年月日
京浜急行電鉄 空港線 天空橋〜羽田空港 3.2 10.11.18

多摩都市モノレール 多摩都市モノレール線 立川北〜上北台 5.4 10.11.27
相模鉄道 いずみ野線 いずみ中央〜湘南台 3.1 11. 3 .10

千葉都市モノレール 1 号線 千葉〜県庁前 1.7 11. 3 .24
横浜市 1 号線 戸塚〜湘南台 7.4 11. 8 .29

多摩都市モノレール 多摩都市モノレール線 多摩センター〜立川北 10.6 12. 1 .10
東京都 大江戸線 国立競技場前〜新宿 2.1 12. 4 .20

北総鉄道 北総線 印西牧の原〜印旛日本医大 3.8 12. 7 .22
東京地下鉄 南北線 目黒〜溜池山王 5.7 12. 9 .26

東京都 三田線 目黒〜三田 4 12. 9 .26
東京都 大江戸線 都庁前〜国立競技場 25.7 12.12.12

埼玉高速鉄道 埼玉高速鉄道線 赤羽岩淵〜浦和美園 14.6 13. 3 .28
東京臨海高速鉄道 りんかい線 東京テレポート〜天王洲アイル 2.9 13. 3 .31

舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン リゾート・ゲートウェイステーション〜
リゾート・ゲートウェイステーション 5 13. 7 .27

芝山鉄道 芝山鉄道線 東成田〜芝山千代田 2.2 14.10.27
東京臨海高速鉄道 りんかい線 天王洲アイル〜大崎 4.4 14.12. 1

東京地下鉄 半蔵門線 水天宮前〜押上 6 15. 3 .19
横浜高速鉄道 みなとみらい21線 横浜〜元町・中華街 4.1 16. 2 . 1

東京モノレール 東京モノレール羽田線 羽田空港第一ビル〜羽田空港第二ビル 0.9 16.12. 1
首都圏新都市鉄道 常磐新線 秋葉原〜つくば 58.3 17. 8 .24

ゆりかもめ 東京臨海新交通臨海線 有明〜豊洲 2.7 18. 3 .27
東京都 日暮里・舎人ライナー 日暮里〜見沼代親水公園 9.7 20. 3 .30
横浜市 グリーンライン 日吉〜中山 13 20. 3 .30

東京地下鉄 副都心線 池袋〜渋谷 8.9 20. 6 .14
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どが含まれており、郊外地域のものが多い。
　ここで新線開通に伴う新駅及び既存線の新
駅を地図上にプロットしたものが図 5 である。
　この GIS データについてここで簡単に出
所を明らかにする。まず、ベースマップは
ESRI Japan（http://www.esrij.com）が提供
する国勢調査時点（2005年10月 1 日）の市区
町村界の SHAPE ファイルを利用した。また、

表 2　既存路線の新駅開業データリスト
（１999年〜2009年）

図 5　東京圏の新線・新駅開業状況

資料）駅データベース
（http://www.geocities.co.jp/curoka3/sdb/stadata.htm）

開業日 路線名 駅　　名
00. 1 .22 営団東西線 妙典
00. 3 .29 こどもの国線 恩田
00. 4 . 1 東北線他 さいたま新都心
02. 3 .26 東武東上線 つきのわ
03. 3 .27 秩父鉄道 ひろせ野鳥の森
04. 3 .13 上越新幹線 本庄早稲田
04.12.11 小田急多摩線 はるひ野
05. 8 .24 東武野田線 流山おおたかの森
08. 3 .15 武蔵野線 越谷レイクタウン
08. 8 .9 いすみ鉄道 城見ヶ丘

鉄道路線及び駅データは国土交通省国土計画
局国土数値情報ダウンロードサービスの鉄道

（線）の平成19年度データを利用した。この
データは平成19年 7 月31日時点で作成されて
おり、その時点までに開通された路線や新駅
などの情報が反映されている。
　図 5 はこのデータベースをもとに、上記リ
ストの新路線及び既存路線の新駅の色を切り
換えて表示している。

⑶　空間情報のデータベース化
　この節では、GIS の機能を使って空間情報
を実証分析可能なデータベース化する過程を
明らかにしていく。
　GIS の大きな特徴の一つとして、地図上の
空間情報と統計データを結合することができ
る点である。今回使用したデータは国土交通
省国土数値情報にある鉄道データ、公共施設
データである。このうち鉄道データの駅デー
タを利用し、空間分析を試みた。
　駅より徒歩圏でカバーできるエリアを抽出
するために、駅からの距離を計測した。徒歩
圏の距離帯を人間の歩行速度を 4 ㎞/h と設
定し、10分圏を666.6ｍ、15分圏を1,000ｍ、
20分圏を1333.3ｍとした。この距離帯でカバ
ーしているエリアを ArcGIS9.3のバッファ
ー機能を使って抽出した。なお、このバッフ
ァー機能を使う際に海等の面積を計測しない
ように海等についてはクリップ機能を使いカ
ットし、重複部分は最短の方に表示されるよ
うにしている。
　これを先程の図 5 と重ねて表示したものが
図 6 である。これを見ると、以下の 2 点を指
摘できよう。第一に、常磐新線（つくばエク
スプレス）、日暮里・舎人ライナー、埼玉高
速鉄道線、横浜市営地下鉄グリーンライン、
ブラ—ライン、多摩都市モノレールなど郊外
で新設された新線や新駅は鉄道駅の徒歩圏の
空白地域に作られていることが見て取れる。
第二に、都心部で開通した新線、東京メトロ
副都心線、半蔵門線、りんかい線などは鉄道
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駅空白域というよりは、むしろアクセス改善
による混雑緩和に主眼が置かれているものと
考えられる。

　こうして抽出したバッファーを計量分析に
使うためのデータベース化の作業を行う。本
研究では、ArcGIS9.3の Calculate Areas 機
能を使って面積計算を行った。まず、市区町
村の面積をこのベースマップで計算する。こ
の機能で計算をすると国土地理院が公表して
いる市区町村面積と比べて、0.001㎢の位で
誤差が生じている。次に、駅からの徒歩圏の
バッファーを市区町村界でクリップ（くり抜
き）し、Calculate Areas 機能を使って面積
計算を行った。この値と市区町村面積の比率
をとることで、当該市区町村の徒歩圏でカバ
ーされている割合を導出することができる。
こうすることで空間情報を実証分析可能なデ
ータベース化した。
　次に、市区町村の都心からの距離帯を計測
する。ここでは東京駅を起点とし、各市区町
村役場までの直線距離を計測した。まず東京
駅のポイントはタウンページより、東京駅の
住所を調べた。また、各市区町村役場は国土
数値情報から公共施設データを使い各市区町
村役場の住所を抽出した。それぞれの所在
地データを使い、東京大学空間情報科学研
究センターのアドレスマッチングサービス

（http://newspat.csis.u-tokyo.ac.jp/geocode/）
を使い、GIS 上の座標を求めた。こうして求
めた座標をプロットしたものが、図 7 である。
　こうして東京駅を起点として各市区町村役
場までの距離を計測し、これをもって各市区
町村の都心からの距離と定義することとした。

⑷　実証分析
　この節では、固定資産税データを使い、前
節で作成したデータベースとの実証分析を行
う。
　まず、固定資産税収については「市町村決
算状況調」（総務省）を利用した。ここで東
京都特別区に関しては、固定資産税が都税と
なっているため、本分析から除外した。なお、
2000年の「市町村決算状況調」では、固定資
産税データが都市データのみの開示であった

図 6　東京圏の駅からの徒歩圏の分布

図 7　市区町村役場と都心からの距離帯
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表 3　記述統計量
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が、総務省固定資産税課に申請し、快くデー
タ提供をいただき、分析データに組み入れる
ことができた。ここに記して感謝したい。
　また、地価データについては、地価公示

（国土交通省）のデータを利用した。これは
各年次の 1 月 1 日時点での地価となっている
ため、年度中の地価は2001年と2011年という
ことになる。したがって、ここでは2001年と
2011年の公示地価を利用し、各市町村の住宅
地及び商業地の平均地価を算出した。
　税収、地価に関しては、実質化する必要性
があるが、ここでは、消費者物価指数（総合）
を利用し、2000年と2010年の物価上昇率を算
出し、実質化することとした。
　以上の作業に基づき、データベースを作成
した。表 3 は本研究で使用したデータベース
の記述統計量である。
　さて、ここで固定資産税の増収率と新駅開
発に伴う開発の関係を実証的に捉えてみよ
う。ここでは都市の固定資産税収の増加率、
住宅地及び商業地の地価と GIS で構築した
徒歩圏面積のカバー率の関係を捉えることと
する。もし、新駅開発に伴い固定資産税収の
増収につながるのであれば、徒歩圏面積のカ
バー率は正値の有意な係数が得られることが
予測される。
　こうした考え方に基づき OLS 分析をした
結果は表 4 のとおりである。
　固定資産税収の増加率を被説明変数とする
モデルでは、駅からの徒歩圏面積のカバー率
の係数が正値の有意な結果が得られなかっ
た。これは事前に予測していたものとは異な
り、新駅開発に伴う駅からの徒歩圏面積の拡
大が固定資産税収の増加につながっていない
ことを示唆するものである。一方、地価と徒
歩圏面積のカバー率との関係では、正値の有
意な係数が得られている。これは新駅開発に
よる開発利益は地価には反映されているもの
の、固定資産税率には反映されていない可能
性を示している。日本の固定資産税は土地の
時価を反映させることとしているものの、実

態としては各種特例措置により、時価を適切
に反映させていない可能性がある。なお、こ
の結果は宮崎・佐藤（2011）でも示されてい
るように、固定資産税が応益課税の性質を満
たしていない結果とも整合的である。

5 ．む す び

　本稿では、固定資産税を活用した地域再生
ファンドの可能性を探るための基礎的な研究
を行った。固定資産税に関しては、基礎的公

表 4　分析結果
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共サービスを提供する市町村の主要な財源で
あり、諸外国においても基礎的自治体の主要
財源となっているものである。この固定資産
税の課税ベースとなる地価等は公共サービス
の便益が反映されやすいことから応益性の高
い税と考えられる。一方で、開発利益を還元
するためには、この税を活用することが望ま
しいと考えられる。
　そこで、欧米諸国で財産税を活用したファ
ンドが活用されており、TIF などの導入を
提案したところである。TIF は地域再生の
ための投資資金を開発利益から賄うものであ
り、投資リスクを分散させると同時に、市場
による事業性のチェックが働くことから、ソ
フトバジェット問題がクリアされる可能性が
高い。公共性の高い部分については、公的部
門が市場参加者として参加することで、一定
の公共性を保つこともできる。
　このファンドが成り立つためには、開発利
益がきちんと地価に反映され、固定資産税収
の増加につながる必要性がある。そこで、本
稿では、空間データを活用した分析を試みた。
具体的には、新駅開業に伴う都市開発により
地方自治体の固定資産税収にどの程度の効果
を与えるかを実証分析した。分析の結果、新
駅開発の効果は地価には一定の効果があるも
のの、固定資産税収には影響を及ぼさない可
能性を示唆された。これらの点から考えると、
日本の固定資産税の応益性に関する問題が存
在することが明らかになった。開発利益は地
価には確実に反映されているものの、地価を
適切に固定資産税収に反映させていないもの
と考えられる。ただ、この問題は制度的な部
分が大きく、改善の余地はある。
　筆者は地域再生には再開発などの投資が必
要であると考えている。しかしながら、昨今
の財政難により、公的資金による地域差性は
極めて困難なものと考えている。同時に、公
的資金でないと、投資が進まないような事業
はガバナンスの面からも課題がある。したが
って、民間資金による地域再生が必要となっ

てくる。ただ、地域再生には一定の社会資本
投資が求められるため、この部分の資金調達
は重要な課題である。そこで欧米等で採用さ
れている財産税を活用した官民連携型のファ
ンドの構築が有効である。
　本稿では、こうした官民連携型の地域再生
ファンドを日本で適用するための課題が見え
てきた。第一に、開発利益が固定資産税に適
切に反映されているかを検証した結果、開発
利益は地価には反映されているものの、それ
が固定資産税には反映されていないことが分
かった。財産税（日本の固定資産税）は応益
性を持たせることができ、各国で地方財政の
主要財源として位置づけられている。しかし
ながら、本稿の分析では、現在のところ応益
性を備えていないことが分かった。これは小
規模宅地特例など様々な形で減税措置が組み
込まれており、これが応益性を備えたはずの
固定資産税の機能を阻害しているものと考え
られる。これらの特例措置を緩和し、開発利
益を適切に反映するような税制にしていく必
要があるだろう。この他に制度的課題となる
のは、年度をまたがる予算の約束ができない
という債務負担行為に関する規制である。開
発利益の還元の観点からも、債務負担行為の
規制緩和が必要となってくるものと考えられ
る。
　こうした制度的課題が解決されたとして、
官民連携型地域再生ファンドを立ち上げるに
は課題がある。第二の課題は、官民をつなぐ
仕組みの課題である。地域再生のための投資
には公的部門が担う社会資本部分と、民間部
門が担う収益事業部分である。特に、社会資
本部分は財政負担を伴うため、優先順位が重
要となる。しかし、これを公的資金で調達す
ると、政治的な理由により、広く薄く分配さ
れる傾向がある。したがって、民間資金を活
用し、投資家の収益判断によるガバナンスが
必要となってくる。実際に、地方で成功事例
として紹介される地域再生事業は民間資金が
中心となる、官民連携型のもの（4）が多い。こ
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こで TIF は有効である。開発利益が応益課
税の固定資産税に反映されるようになると、
この開発利益を担保とするものとなるので、
信託制度の活用が必要となる。
　分析上の課題としては、固定資産税データ
の整理と、分析対象を全国に拡張することが
必要だと考えている。また、日本の固定資産
税は土地、家屋に加えて、償却資産も含まれ
ているので、必ずしも開発利益のみが税収に
帰着する構造にはなっていない。今後は土地
分の税収での分析を試みたいと考えている。
さらに、今回の実証分析では、東京圏（埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県）を対象としたも
のにとどまっており、いわゆる地方でこのモ
デルが適用できるかの検証は行っていない。
また、新駅開発を対象に分析を行っているた
め、この他の再開発事業なども含めた分析も
必要であろうと考えている。これらの追加的
な分析が必要であることは認識している。こ
れらが、残された分析上の課題である。
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感謝の意を表したい。
（1）東京都の特別区からの固定資産税は都税

として徴収され、特別区に再分配されてい
る（都区財政調整制度）ため「等」をつけ
ているが、それ以外の自治体においては市
町村の税源となっている。

（2）中心市街地のスラム化や治安悪化など
「インナーシティ問題」とも呼ばれている。

（3）戦略的相互依存（strategic interaction）

とは、当該地域の意思決定は独立に決まる
のではなく、周辺地域に影響を受けること
を言い、課税競争（tax competition）論の
理論的な枠組みである。最近では、空間計
量経済学（spatial econometrics）の発展
により、このことを示す論文が増えつつあ
る。

（4）実際の現地調査の概要は補論のとおりで
ある。

補論 投資による商店街再生の事例

命させ、成長を妨げることにつながる恐れも
ある。したがって、ここで考えなければなら
ないのは、郊外型ショッピングセンターの規
制だけではなく、中心市街地の活性化の両輪
が機能しなければ、再生は実現できないとい
うことである。
　中心市街地活性化の課題をいくつか整理す
ると、第一に、空き店舗問題が挙げられる。
これは商店街の中で閉店した店舗が散在する
ことで、商店街全体の活気がないように見え
てしまう問題である。「シャッター通り」と
いわれるようなシャッターが閉められた商店
が多い商店街に、買い物に行っても楽しくは
なく、購買意欲は高まらないだろう。この空
き店舗の利用には様々な困難が付きまとう。
特に、再利用しようとしても、土地所有者と
の合意がとりにくいことにある。シャッター
通りと化した商店街の地価は下落し、テナン
ト料も下落をすることになるが、地権者はそ
のような低価格では売ることも貸すこともし
ないという選択をしてしまい、結果的にシャ
ッター通りと化してしまう点である。
　第二に、新たな投資が行われず、店舗やア
ーケードなどの施設の老朽化問題である。こ
れは、高度経済成長の頃につくった店舗やア
ーケードなどが劣化し、老朽化したことによ
り、シャビーな雰囲気を醸し出してしまい、

　かつて、日本の商業の中心地は拠点となる
駅周辺や城の周辺に立地するところが多かっ
た。こうした地域の拠点となる地域に商業、
文化、行政などの都市機能が集積し、都市は
発展してきた。ところが、自動車の普及に伴
い、大量の駐車スペースを確保した大型ショ
ッピングセンターが郊外に立地するようにな
り、駐車スペースを確保できない中心市街地
に立地する商店街は顧客を失い、「シャッタ
ー通り」といわれるような空洞化が深刻化し
ていった。こうした状況を受けて2006年にい
わゆるまちづくり三法が改正され、郊外型の
大型ショッピングセンターの立地規制を行う
とともに、中心市街地の再生によるコンパク
ト・シティの実現を目指すこととなった。
　この規制をめぐっては賛否両論が展開され
たが、筆者は郊外型ショッピングセンターの
規制だけでは、中心市街地の空洞化には歯止
めがかからないものと考えている。価格、品
ぞろえ、サービスの面で中心市街地の商店街
が郊外型ショッピングセンターに勝らなけれ
ば、顧客は戻ってこないだろう。最近は、イ
ンターネット通販も国内外で急速に拡大して
おり、多くの商品はインターネットで購入で
きる時代になっている。このような時代にお
いて、需給調整型の規制では、生産性の向上
には寄与しないばかりか、低生産性部門を延
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購買意欲を失うことである。
　第三に、商店街の土地の権利関係が複雑で、
駐車場の確保ができないという問題である。
これは空き店舗問題とも密接に関係するが、
虫食い状に駐車場が点在しても、商店街とし
ての集積がないと魅力が半減してしまう。
　これらの課題を解決するヒントなる国内で
の取り組みを 2 つ紹介しよう。

○黒壁スクエア（滋賀県長浜市）
　滋賀県の琵琶湖畔に立地する人口12万人規
模の都市、長浜市の中心市街地を活気づける
黒壁スクエアというところがある。この地域
も高度経済成長後のモータリゼーションの進
展に伴い、中心市街地の空洞化がまちづくり
の課題となっていた。特に、空き家と空き店
舗の増加に伴い、活気のない街の印象を与え、
周辺にも悪影響を及ぼすような状況になって
いた。
　まちづくりの転機となったのは、1987年に

「黒壁銀行」の愛称で地元に親しまれていた
歴史的建造物の解体案が浮上したことであっ

た。これは1900年に第百三十銀行長浜支店と
して建てられた土蔵造りの洋風建築で、その
外壁が黒漆喰で仕上げられていたことからこ
のように呼ばれていた。この黒壁銀行の建物
を保存し、中心市街地活性化の拠点として活
用することを目的に、地元民間企業の有志と
長浜市が株式会社 黒壁を1988年に設立した。
これは民間 8 社で 9 千万円、長浜市が 4 千万
円を出資する、いわゆる第三セクター会社で
はある。この株式会社 黒壁は「国際性、歴
史性、文化芸術性」をコンセプトとし、ガラ
ス工芸を軸に事業展開をしていった。1989年
には黒壁銀行を復旧させた黒壁ガラス館など
をオープンさせ、その後、空き家、空き店舗
などを修復・再生させながら、直営、テナン
ト方式、共同経営などの方法で関連店舗を展
開している。
　こうした投資が周辺にも波及し、街並みを
統一され、来訪者も当初年間10万人くらいの
地域に、最近は200万人前後の人が毎年来訪
するようになった。

推定来訪者数の推移（単位：1000人）

資料）株式会社 黒壁 HP（http://www.kurokabe.co.jp）より2012.8DL
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○高松丸亀町商店街（香川県高松市）
　高松市は香川県の県庁所在地で人口40万人
を超え、本州と四国を結ぶ玄関口として発展
してきたが、瀬戸大橋開通に伴い宇高連絡船
が廃止され、拠点性を失いつつあった。ま
た、郊外型大型ショッピングモールの開発な
どもあり、中心市街地の空洞化問題が表面化
してきていた。こうした中、高松市の丸亀町
商店街は高松丸亀町まちづくり株式会社を設
立し、まちの再開発を行い、商店街全体をマ
ネージメントする仕組みを導入した。
　このまちづくり会社は行政からの出資が 5
％の民間主導型の第三セクターで、ここが主
体となって再開発を主導し、再開発ビルを経
営し、街に必要な機能を導入するなどディベ
ロッパーの役割を担っている。その事業の最
大の特徴は土地者と定期借地権契約を結び、
土地所有を維持しつつ、ビルの床をまちづく
り会社が取得・運営する方式をとっている点
にある。まちづくり会社はテナントなどから
の家賃収入からビルの管理コストなどの経費
を引いたものを地権者に配当する形で地権者
に還元することによって、商店街の一体開発
の障害となってきた「所有と利用の分離」を

旧黒壁銀行
現黒壁ガラス館

周辺に波及し、統一感ある街並みが形成される

黒壁美術館
商店街の入口にある再開発ビル
丸亀町壱番街ビルとドーム型屋根
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実現したのである。
　このことで商店街全体のテナント再配置や

商店街自転車走行禁止の標識

商店街の防犯パトロール

商店街アーケード

顧客の回遊性を高めるなど、ショッピングモ
ールのような機能を備えることができたので
ある。また、地権者への地代はテナントの売
り上げに連動する方式となっているので、地
権者、テナントともに売り上げを伸ばすイン
センティブがあり、こうした仕組みが商店街
全体の魅力を高めていったものと考えられ
る。この他にも、自転車走行を禁止し、歩行
者が安心して回遊できるような取り組みを行
っている。
　両者ともに、自ら出資する民間主導型の会
社を中心に投資をし、新たな投資を促す方式
をとっている点は特筆すべきであろう。これ
らの事例は、行政は交通規制や道路整備など
にとどめ、地元が自ら投資することで商店街
を再生させた事例と筆者は考えている。

（かわさき　かずやす）


